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小泉改革の中で経済財政諮問会議に期待

されたものは大きい。日本の経済政策や意

思決定プロセスの変革が問われているから

でもある。従来型の制度化された政策決定

システムをどのように崩し、総理が考える

改革の方向をどう具体化し、実行への道筋

をつけるのか。それが諮問会議に課せられ

た課題である。

経済政策との関係の中ではあるが、日本

の政治の中で、総理が自分のやりたいこと

を明言し、そのいわば企画立案機能を諮問

会議が担った。私たちの議論や決定にさま

ざまな評価があることは知っている。だ

が、評価の際にはそこに立ち塞がった障害

も含めて分析をしていただくことを私は期

待したい。

言論NPOが主張する、マニフェスト型

の政治を目指すことは私も賛成だし、その

評価作業が民間から始まったことは歓迎し

たいが、その実行プロセスの問題も含めて

検討をしないと、公約は絵に描いた餅に過

ぎなくなる。そのためにも、小泉政権誕生

後、二年半にわたる諮問会議の取組みを、

民間人メンバーである私の視点を通して評

価し、今後の課題は何かを明らかにした

い。

制度化された経済政策を
どう壊すのか

経済財政諮問会議に期待されたことにつ

いては、2つの論点がある。1つは、経済の
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政策形成の体制の問題である。小泉総理自

身がやろうとすることに対して、与党・自

民党が存在し、必ずしもそれができる状況

にはなかった。そのため、総理は諮問会議

を前面に出すことによって、システムとし

ての経済政策を破壊しようとした面がある。

各省庁との関係の中では、自民党の中に部

会という極めて自立性の高い党の組織があ

る。そして、それらと連動して、党の意見

を内閣の中に反映させるものとして各省庁

がある。戦後の総理総裁はボトムアップ的

な形で、その上に乗って形式的に指導して

きた。

こうした構図の中では、総理の一存や発

声だけでは物事は動かない。それを体系的

に壊していくためのプロセスづくりと論理

の構築がなければ、総理が考える経済政策

や構造改革に結びつけていくことができな

い。

では、今までの制度化された経済政策を

どのように壊していくのか。それが諮問会

議の第一の課題である。例えば、国と地方

の「三位一体」改革も「財務省と総務省の

百年戦争」と言われるように、ほとんど前

に進んでいない。この状況を、一体どのよ

うな仕掛けの中で実現に結びつけていくの

か。そうした政策課題はマクロ政策、経済

活性化、不良債権問題、そして予算編成の

それぞれにある。

それに一つ一つ総理が具体的な案を出す

わけにいかない。我々としては、まず各々

その規模や内容をどうするかで総理の意向

を政策の中に落とし込みながら、制度化さ

れた経済政策と対立する部分については調

整しつつ仕上げていく。これが、諮問会議

がこの2年半あまり、最もエネルギーを割

いてきたことである。

経済政策というものは、白地の上に絵を

描くような単純なものではない。上記のよ

うな制度化された経済政策という部分があ

り、法制上の問題、行政の体制の問題、政

治の関与の問題などが一体となってでき上

がっている。そこに、変化というものをど

のような形で導入していくのか。それがで

きなければ総理が考える政策は実行できな

い。総理のマニフェストと言っても、総理

の意向をどういう形で実現をしていくかの

システムの問題を抜きにしては議論できな

いのである。

このように、実行過程の問題が極めて重

要な要素となっている。いわゆる抵抗勢力

と言われるような存在がある中での妥協の

産物として、その時々においては、到達さ

れるべきゴールとは乖離が生じている状況

がある。それを外側から見ると、進んでい

ない、意図と結論が全く結びついていない

という言い方をされる。

しかし、そのプロセスの管理、すなわち、

プラン・ドゥー・シー（Plan、Do、See）

という流れの中で問題を見ていかない限り、

実効性のある経済政策はできないのである。

プランの段階でどこまで言えたのか、その

Planの段階のものをDoのところまでどの

ように実行できたのか、そしてDoをした

上でSee、つまり効果が一体どこまで出て

くるのかという流れである。

この流れで言えば、我々がこの2年半取

り組んできたことは、どちらかと言えばプ

政策決定プロセスの改革はどこまで進んだか
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ランの段階だけである。プランの段階で

も、未だに表に出ていない部分がある。例

えば、農業問題については、WTOやFTA

などの対外的な交渉が、農業がネックとな

って全く進んでいない現状の中で、これを

諮問会議の場に載せること自体が極めて難

しい。あるいは、骨太の方針の農業に関す

る記述の中に「自由化」という言葉を入れ

ることすら難しいという状況がある。分野

によっては、我々が取り組んでいることに

ついては、ドゥーも見えなければ、シーの

部分はもっと見えないというところがある

だろう。

これは日本だけではなく、レーガンやサ

ッチャーのときも、EUの統合や通貨統合

に至るまでのプロセスにおいてもそうだっ

たが、まさに最初の段階では、その言葉の

適否は別として、制度化された経済政策に

対するいわば破壊者として、岩盤に水を注

入して圧力をかけ、一定の閾値に達すると

破壊するという作業を、我々は体制内でや

らざるを得ないのである。

私がもし外から、例えば評論家や、エコ

ノミスト、あるいは野党として攻めるので

あれば、当然のことながら、そのような部

分については表に出さずに、マニフェスト

や結果の部分だけで議論をするだろう。結

果のところは固まっておらず、今はプロセ

スのドゥーの段階で激しく抵抗勢力とやり

あっている。

そうであれば、結果の評価は当然悪くな

る。小泉構造改革が進んでいないと言う

が、それは総理のリーダーシップやトップ

ダウン的な側面で問題を議論するのか、政

治のシステムの中における問題を議論する

のか、あるいは効果が現れないのは政策目

標の設定なのか、日本の経済環境において

その政策手段が効果的かどうかの問題なの

か、これらを区別してほしいというのが私

の頭の整理である。

そのような意味で我々の意識を言えば、

プランの段階において、硬直化し制度化さ

れた経済政策を壊す部分へのエネルギーの

割き方はどうなのか、ここの評価をしてほ

しい。公開された議事録に出ていないとこ

ろでも、我々は行政などと色々なやりとり

をし、官僚を怒鳴りつけることもある。

重視した経済政策の
論理的整合性

もう一つの論点は、経済政策の論理的整

合性についてである。制度化された経済政

策というものは、社会保障のように国が法

律で定めてその中でワークする部分の政策

の問題と言えるが、それ以外に、景気対策

のような裁量の部分が政策にはある。しか

し、この部分も実はかなり制度化されてい

るという問題があり、公共投資には道路特

定財源のような世界があって、道路族の存

在、特定財源化という形での裏付けがある

のである。これを景気対策との関連の中で

どのように政策の中に織り込んでいくかと

いう問題がある。

今のマニフェスト論争の中でも、総理と

その他の方々の違いは、この裁量的な問題

の中で景気対策として何をするかを巡るも

のとなっている。攻める側は、財政至上主
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義といった言い方で、総理のマニフェスト

は自分たちとは違うという形での差別化を

しようとする。

そこで問題となるのは、経済政策の論理

的整合性としてどちらが妥当かということ

である。これは竹中大臣や私たちと、財政

拡大派との対立にもかかわるのであるが、

その背景には、我々が政府の通時的

（Intertemporal）な予算制約式を一方に置

きながら、中期的に継続できるような景気

の状況をどう作っていくかということを考

えていることがある。「景気vs.財政」とい

う言い方は、景気をよくすれば自動的に財

政が回復するという議論の組立てであるが、

実際はその構図はすでに破綻している。

特に90年代の拡張型の経済政策の結果と

して今の債務が膨張した財政状況が作られ

たことに鑑みれば、長期的な意味で予算が

収束しない状況になるということは明らか

であり、そこに、短期的なケインズ政策の

問題と中長期的な新しいマクロ経済政策と

の違いが生じている。それはまさに理論闘

争とも言える。

すなわち、我々は、後々の問題も含めな

がら、マネージすべき実質成長率や名目成

長率の問題について設定をして、中長期的

にきちんと管理しながらやっていこうとい

う考え方の中で、予算制約付のマクロ経済

の極大化を考えている。これに対し、批判

する側は、財政の短期的なアウトプット、

あるいは成長率の復元を実現することによ

って、自動的に問題が解消するという楽観

主義的な経済政策になっているのである。

我々が幾らシミュレーションをしてみて

も、そのような楽観主義のシナリオは描き

切れない。そこで、質の内容を変えて生産

性を高め、需要誘発型にして潜在成長率を

高めるというシナリオの中で内生的な経済

成長を実現するという戦略になっている。

ここでは、制度化された意味でのマクロ

経済運営の問題と理論的なフレームワーク

におけるマクロの運営の問題がオーバーラ

ップしながら、政策立案の過程が進んでい

る。政府と与党との関係、あるいは世論と

の関係の中で、民需主導型の経済にできる

だけ早く移行できるような施策を、競争政

策として、あるいは官製市場の開放として

進めるわけである。需要の中身も、社会的

規制という形で社会主義的に閉じ込めた部

分に市場のニーズがあり、そこが今大きく

伸びている。

そのようなところで民間活力を引き出し、

あるいはそれを誘発する財政需要を科学技

術予算などによって増やす。まさに民と官

との関係を基本的に見直しつつ、日本のサ

ービス化、あるいは非製造業化という問題

と関連づけながら、時系列的な成長率の高

まりを期待しているのである。

デフレ対策の筋道を
どう考えるか

そこでの予算制約はどうかという問題と、

視野が短期的か否かという問題に加え、

我々が最も悩んでいるのは、名目成長率と

実質成長率の乖離というデフレの問題であ

る。この問題はジレンマを抱えており、中

国、アジアが生産能力を高め、旧東側が自

政策決定プロセスの改革はどこまで進んだか
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由主義圏に入ってくることに伴う、まさに

超過供給経済の流れの中で、我々は生産性

を高め合理化を進めているのであるが、こ

うした効率化が供給サイドでは、国内価格

の国際価格への収斂という形で、激しい勢

いの価格下落を生じさせている。

この問題はグローバルな視野でとらえな

ければならず、これを否定して閉鎖的な経

済政策を採用することはできない。従っ

て、FTAやWTOの問題でも、我々は国是

として自由貿易を確立する。元の切り上げ

や、ドルとの関係などの対外的な問題はあ

るにせよ、粛々とこの問題を片づけて、資

源配分を改善して経済の強化を図っていく

必要がある。これは弱者切り捨てという言

い方をされるが、まさにグローバルな競争

の原因であり結果でもあって、この点につ

いての施策を素直に経済政策の場の中に入

れ込んでいかなければならない。

しかしながら、現実に90年代に起こった

のは、公共投資を通じて生産性の低いとこ

ろに資源を注入する形で経済政策を行った

ということである。一方でグローバル化が

進んでいるため、生産性の高いところは常

にグローバル化し、国際市場とリンクして

いる状況下、強いところが外に出ていくの

に対し、弱いところは予算、税金等で極め

て優遇されている。法人税の問題でも、補

助金の世界でも、資源が生産性の低いとこ

ろに温存される形で政策がとられてきた。

完全に二極分解している。そこに政治問

題があり、族議員としての制度化された経

済政策に結びついてくるわけである。今や

日本経済では、アメリカと比べて生産性が

高いと言い切れる分野は、甘く見ても15％

程度だろう。そのような状況の中で、85％

の部分をどう再生していくか、これが私た

ちに突きつけられた最大の課題だった。

供給側の要因の次に、需要サイドでのカ

バーはどうするのか、失業と言われる労働

の問題をどう解決していくのかということ

になるが、マクロ政策として公共投資で道

路を作って雇用を膨らませるという形でこ

れに対応すると、ミクロの資源配分上は、

生産性の低い分野に人を張り付けて、二極

分解の構図を維持するということになって

しまう。経済政策としてはまさに矛盾をは

らんでいる。そこで、科学技術、都市再生、

環境などの重点分野を決めて、将来需要が

伸びる分野に予算を張り付ける。他方で、

公共投資の部分は毎年3％程度で切り込ん

でいく。こうしたシナリオを考えている。

我々は専門的に、現実の成長率と潜在的な

成長率の乖離、GDPギャップはどれ位ある

のかという問題を常に頭の中に置いている

のである。

EUやイギリスにおいても同様の考え方

が採られていることであるが、資本や労働

の移動が起こる状況の中で完全雇用を経済

政策の一つの目標にすることは、極めて大

きなバイアスをもたらす。技術も含めて時

代が大きく変わるときに、資本も雇用も生

産性の低いところから高いところへ移動す

るという流れを作らなければ、取り返しの

つかない潜在成長率の低下が、トータル・

ファクター・プロダクティビティー（全要

素生産性）の低下という形で生じる。

従って、労働の質の改善、ミスマッチの
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解消という形で労働者としての能力を高め、

あるいはサービスなど時代のニーズの変化

に合わせて人を配置替えするなど、できる

だけその問題に対処していかなければなら

なくなっている。

需要のミスマッチについては、需要の管

理で対応できる部分は多く見積もっても四

分の一程度ではないか。失業率は小泉内閣

発足時に比べて急激に悪化したという状況

にはなっておらず、女性の社会参加率や就

業形態の変化、あるいはフリーターと言わ

れる若者の動き方も含めて考えなければな

らない。これは個人の問題であると同時

に、社会的には流動性の問題でもある。そ

のような意味におけるミスマッチを踏まえ、

需要政策を万能視せずに、供給の問題とセ

ットにしながら進めていくということが、

我々の描いているシナリオになっている。

なお、デフレの問題については、当初は

我々はよりサプライサイド面を注視して、

中国の台頭の中でそれはやむを得ないとい

った認識が主流だったが、やがて「デフレ

阻止」が大きな政策目標に上がってきた。

これには政治的な意味合いがあった。すな

わち、景気対策という言葉が小泉内閣以

降、与党の中でも言いづらい状況になり、

物価の下落という形で景気対策を物価対策

にすり変え、積極財政につなげるという流

れが政治的にあった。

デフレ対策イコール景気対策なのか。そ

してそれは財政政策に結びつくのか、金融

政策ではないかという議論もあるが、それ

は明確に分かれてはおらず、与党などの中

には、デフレ対策として財政も使うべきだ

との議論が根強くあった。

その仕分けの部分で、我々としては金融

の問題を重点的に議論することにした。そ

こで、「骨太の方針」の中に、デフレの問題

について、インフレターゲットとは書いて

いないものの、できるだけ早期に物価上昇

をプラスにするということを日銀と調整し

ながら入れたのである。少なくともコミッ

トメントとしてはゼロ（物価の下落をとめ

る）ということは日銀も認めたのであり、

その次のステップの問題に対し、サプライ

サイドではないマネタリーサイドの中での

施策をいかに打ち出させるかが問われるこ

とになる。

現在は、竹中大臣がまとめた金融再生プ

ログラムの実践の1つの成果として、それ

までの金融システムに対する不安感はりそ

なの問題の中で払拭され、リスクのエスカ

レーションの問題がなくなったことにより、

新たな局面に入っていると考える。この局

面に際し、官から民への資金の流れをどの

ように作っていくかということが、マネー

サプライやデフレの問題と関連してくるこ

とになる。

90年代は、極めて大ざっぱにとらえれ

ば、民から官へのお金の流れが起こってい

た。したがって、今の問題は、資金の逆流

をどのように起こすのかである。民から官

へのお金の流れは構造改革にも逆行する。

諮問会議が克服すべき課題は何か

さて、ここで、政策決定や実行過程のシ

ステムの問題に再び目を転ずると、例え

政策決定プロセスの改革はどこまで進んだか

5533



�����
����
����

����
����

ば、ニューパブリックマネジメントについ

ては、それを言い始めてから今年ようやく

政策群やモデル事業として具体的に取り上

げるに至るまでに、2年もかかっている。

今の制度がいかにフレキシビリティーを欠

くかを示すものであるが、予算編成が従来

の延長線でなされるため、具体的にはなか

なか動かない。エンフォースメント・パワ

ーが弱いという批判は甘んじて受けるが、

我々はこの中で闘争をし、懸命に取り組ん

でいる。

加えて、経済財政諮問会議には、その位

置付けの問題もある。この会議がいわゆる

他の審議会などのアンブレラのトップにあ

って、税制調査会など各種の審議会をまと

めていくことが期待されたが、実現できな

かったのではないかと言われる。総合調整

の場としてそれなりの位置付けは与えられ

ているが、並列的に、総合科学技術会議、

男女共同参画会議、道路公団については民

営化委員会、あるいは三位一体であれば地

方分権推進会議、財政では財政制度審議会

などが存在している。

そこには、民営化推進委員会のように、

個別の問題に対して審議会方式で従来の縦

割りを突き崩そうという趣旨で作った新し

いタイプの組織との関係をどうするかとい

う問題と、旧来の税調や財政審、社会保障

審議会などとの関係の問題とがある。年金

問題では社会保障審議会との関係をうまく

整理するという我々にとって頭の痛い問題

がある。

アンブレラ的に進めて成功した事例は、

宮内義彦氏の総合規制改革会議である。宮

内氏にできるだけ諮問会議にも直接来てい

ただき、あるいは機会を見つけて私と宮内

氏が意見調整をすることにより、最もスム

ーズに進んだ事例となった。これに対し、

例えば政府税調との関係については、我々

が活性化を目指す税制改革を進めようとし

た際に、私と石会長との確執のようなこと

が言われたことがあった。

石氏は政府税調の代表であり、どれだけ

総合的な視点の中で議論ができるかが重要

だった。個別の審議会や調査会というもの

は、これまでの行政の応援団としての位置

付けがあり、これらと相互にバッティング

するという要素がある。従って、政府部内

のこうしたシステムをもう一段、どう再整

理していくかは、今後の大きな課題であろ

う。

また、経済財政諮問会議が直面してきた

問題としては、執行面における行政との関

係の問題もある。諮問会議では既に当初の

1年目において、三位一体の改革にせよ社

会保障制度改革にせよ、今のほとんどの問

題が議論されていたが、確かに未だ具体化

されていないものも多い。これについては、

行政というものは、継続の中で決定をする

部分が非常に大きいという要素がある。従

って、公式の文章の中に入れるということ

がまず極めて難しい。

入れることができても、それを実行して

いく際には、何度もそれを蒸し返し、問題

提起をするセレモニー的なことを行ってい

くのが、まさに日本のシステムなのであ

る。これを変えていくためには、トップダ

ウン的なシステム作りをして、総理が大臣
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に対して何をやるべきかをコントラクト（契

約）で明示し、大臣から行政に命令すると

いうやり方にしなければならないだろう。

現状は極めて中途半端な状況の中で、総

理の考え方をできるだけ諮問会議が受けと

め、それを企画立案して議論しながら各役

所に投げる。しかし、各大臣は、諮問会議

が提起した問題に対して何ら拘束を受けず

に役所の代表として振る舞う形になってい

る。これが今、最も直さなければならない

テーマである。マニフェストとは、まさに

執行の部分も各々の役回りの中で全体の大

目標に向かわせ、できなかった者には辞め

ていただくという体制作りの問題なのであ

る。

他方、経済財政諮問会議それ自体につい

て今後改善すべき点を挙げるとすれば、一

つは事務局体制の強化であろう。我々民間

委員の負担に対してそれをサポートする体

制が極めて弱い。大臣のご配慮で特命事務

局的なものができたが、どれだけ我々が気

力を振り絞って他の役所や内閣府の人たち

にサポートしていただくこうとしても、ボ

ランティアベースでは限界があり、ここの

常勤化は大きな課題である。

事務局体制の確立に加え、民間議員の常

勤化も検討すべきだ。非常勤は経済的には

オポチュニティー・コスト（機会費用）を

払っており、相応な待遇も含めて考えなけ

ればならない。日銀審議委員に比べても、

我々の仕事の方がハードである。よりシス

テマティックに仕事をしようとするならば、

完全に常勤化すべきであろう。

さらに、諮問会議をより骨太なものにし

ていくために、権威ある形で、戦後の経済

安定本部にならって、例えば経済再生本部

のような位置付けを与えるかどうかという

議論もあろう。行政の中における命令権を

持ち、政治の中の調整の局面においてもそ

れなりの役割を果たすところまで、横断的

な形での組織強化をするかどうかである。

現状の諮問会議の位置付けは、既存のシ

ステムの中における未だ盲腸のような存在

といえる。非常勤の者で話を進め、竹中大

臣が間に入り、官房長官も理解があり、当

然のことながら総理がこれを活用しようと

している中で、属人的な要素によって今の

パワーを維持できているという面がある。

総理や官房長官、経済財政担当相が代われ

ば、この組織はがたがたになるだろう。だ

からこそ、制度化された経済政策を直すの

には制度化された形でこの問題に対応しな

ければならないのである。

システムをきちんと構築し、政策決定の

1年間のプロセスに一つ一つ入れていく必

要がある。我々がいなくなると蓄積効果が

全くなくなるようではいけない。現状で

は、メンバー一人が代わればまた変わって

しまうだろう。

小泉内閣及び
諮問会議の功績は何か

ただ、小泉内閣や経済財政諮問会議には

大きな功績がある。この2年余りの総理の

活動を戦後の歴代内閣の活動と比べれば、

どの内閣よりも大変多くの仕事をしている。

まさに今の政権下で、与党の構図や従来の

政策決定プロセスの改革はどこまで進んだか
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意思決定がクリティカルな状況となるまで

破壊というものが進んでいる。総裁選の流

れを見ても、派閥という問題も含めて、従

来のポリティカル・システムがワークしな

い形になっている。

これはまさに総理の大きな貢献である。

矛盾を顕在化させ、その解決はできていな

いと言われつつも、国民は、この国の姿形、

意思決定というものに大きな問題があると

いうこと、政策の中で個別利害が幅をきか

せ、全体としてのワーキング・コーディネ

ーションがうまくいっていないということ

を認識し始めている。

小泉内閣の最大の貢献はこのことにある。

道路も三位一体も社会保障の問題も、個別

の問題は未だ仕掛品であるということは

我々も認めるが、世の中の雰囲気を変えて

構造を破壊していくという意味では、よく

対比される中曽根内閣の行革の際の行革審

や臨調に比べ、スケールが全く違うと私は

思っている。中曽根内閣が6年弱で実現し

たものは国鉄の民営化だけであり、システ

ム全体は全く変わらなかった。

構造改革とは、全面戦争をしなければな

らないものなのである。部分部分で対応し

ていくと、そこにすべてが集中し、他のと

ころは全く動かない。総理に対し、もっと

集中して、ある問題で成果を上げてはどう

かという言い方がされるが、構造改革とは

まさにアズ・ア・ホール（全体として）の

問題である。

現実に改革が成果を上げている分野もあ

る。その一例として、予算編成過程が挙げ

られる。これは我々が意識的に最も力を入

れた分野だった。まず、「改革と展望」を作

り、名目成長率、財政のプライマリーバラ

ンスの状況、マクロのシナリオを描いた。

これを受けて、6月までに各省庁と積み上

げて「骨太の方針」を作り、予算の全体像、

概算要求のガイドラインを作成し、その上

で11月頃に「予算編成基本方針」を作成

し、年末に向けて具体的に予算にはめ込ん

でいく。このような方式を確立したわけで

ある。

最初はこれがどのような意味を持つか、

与党もわからなかったが、やがて、永田町

に陳情しても何も効果がないという話にな

り、フラストレーションを皆さんが感じて

いる。議員の先生方が予算の中で色々と言

ってくるが、政府のどこにつなげばいいか

ということになると、総理は全く陳情を受

け付けないと言う。この点は評価すべきで

あろう。

また、中長期的な経済政策と予算とを一

体にするという方向を位置付けることもで

きた。問題は、形は作ったが、中身のとこ

ろでは未だ実効性ある形で根本的な制度改

革ができていないということであろう。堺

屋太一前経済企画庁長官が予算の総理枠を

やめたことについて、官僚主導の政策に戻

ったかのような言い方をされていたが、そ

れは違う。我々は、枠ではなく、全体の中

で変えようとしているのである。

最近のマニフェスト運動との関連につい

て見れば、政治が約束したことを実行する

プロセスを描かなければならないと言われ

る中で、既に諮問会議が政権与党の公約作

りの舞台になっていたという見方もできる。
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名目成長率や実質成長率を何％にするのか、

それを入れるのか入れないのかという議論

に際して、総理は、今まで小泉内閣は「改

革と展望」できちんと示してきたではない

かと答えている。

「改革と展望」には、野党よりもさらに

具体的なことが全て書かれているのである。

党ではなく、政府である諮問会議が作成し

たという矛盾も指摘されるが、それは変革

期においての過渡的な現象だといえよう。

次のステップでは、総理がより大きなマニ

フェストを作成するに当たり、これをもう

一度推進するという指示があれば、我々は

またそれに沿って書くということになろう。

意思決定過程の改革を進める上で、マニ

フェストの意義は大きい。総理も自由にマ

ニフェストを書けないというのはこの国の

特殊性であり、今の日本のような中途半端

な過渡期の中においては、1人のトップの

意思をはっきりさせようとすると、「独裁

者」などという批判が出てくる。その中で、

今回の野党も含めての動きは大変良い動き

であると思っている。2～3回これが続け

ば、大きな変化が生ずるだろう。

政策評価の仕組みを
どう確立するのか

我々は今まではどちらかといえば、与党

や内閣の中における問題意識でどうまとめ

るかという視点で議論してきたが、野党も

マニフェストを作り、大胆なことを言って

いただくと、こちら側の意思決定に対して

大きなプラスの効果がある。

経済政策論争の活性化は、政策決定が制

度化された状況の中において、内側と外側

の両面で論争が行われることによって実現

する。野党の場合には都合のいい大胆なこ

とも言えるが、我々としては、そのインプ

リケーションがどのように今後の経済の動

向につながっていくかということを検証し

なければならない。

ただ、マニフェスト政治の前提となる政

策評価については、経済財政諮問会議の工

程表にも数値目標が描かれている項目が必

ずしも多くないという問題がある。その点

は、特に財政や公共経済学に携わってきた

私としてもフラストレーションを感じてい

る部分である。本来であれば、ニューパブ

リック・マネージメントによってマニフェ

ストを作成し、大目標、中目標を設定し、

アウトカム目標を設けてこれを何年で実現

するといった工程表を策定する形をとりた

いところである。しかし、その点について

も改革を進めているところである。一つは

今回から採りいれた「モデル事業」であり、

これは複数年度で予算執行の弾力化も含め、

政策目標を置いて評価ができるようにしよ

うという趣旨のものである。

もう一つは「政策群」であり、1つの目

標を立て、それを1つの役所だけで実施す

るのでなく、雇用の問題であれば厚生労働

省に加え、文部科学省も卒業生をどうする

かという問題があるし、経済産業省も新し

い労働力としての問題を抱えている。それ

に一体として取り組む場合には、予算要求

も1つのパッケージとして複数の省庁で行

おうということになる。

政策決定プロセスの改革はどこまで進んだか
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いずれも当然の話ではあるが、ニューパ

ブリック・マネージメントを一挙に進めよ

うとしても受け付けられないとすれば、我々

はまず、ニューパブリック・マネージメン

トという言葉を入れることにエネルギーを

つぎ込むことになる。それがようやく最近

になって、今般、モデル事業、政策群とい

う形で始めることになった。本当にやりた

いことを一挙にやるということが極めて難

しく、それぞれの段階でどこまで書き込め

るかという形で進めており、この動きを見

ていただければ、随分と統一的に進めてい

ることがわかると思う。評論家の方々はや

っていないと批判するが、私から見れば、

もう少し勉強して頂いて、体系的にどのよ

うに動いているのかという点を見て、これ

はプランの段階なのかドゥーの段階なのか、

ドゥーのやり方が悪くて効果が上がってい

ないのか、あるいは執行に時間がかかり効

果のラグがあるものなのか、そのような形

できちんと整理していただければありがた

いと思う。

政策評価に必要なのは、目標の明確性

と、その達成度の評価可能性であるが、実

際に行政に携わる者にはそれは意識されて

いない。事前や事後の査定、それがどうフ

ィードバックされているかといった全体の

流れを、各々の行政担当者が頭に入れてい

ないため、外側から見るとわからないとい

うことになる。従って、システムとしてそ

れがニューパブリック・マネージメント的

に体系化される必要がある。

これについては、今般、「パフォーマン

ス・レビュー」を導入することになってい

る。但し、あくまで内部評価に過ぎず、こ

れとは別に外部評価が必要だ。それがあっ

て初めて、日本の意思決定や経済政策が向

上していくのである。

今の仕組みを非連続的に変えていくため

には、相当大きな初期エネルギーが必要で

ある。現時点での状況をファイナルな評価

とせず、動態的な視点から、もう少し先の

ところまで見据え、その中で現在はどうい

うステップにあり、何を狙いとして持って

おり、現状をどのような形で回し、動かそ

うとしているのかというところまで踏み込

んで整理していく営みが、政策評価には求

められてくるであろう。
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